
 
 

総務大臣 

 野田 聖子 様 

 

不合理な税制改正等に関する要望について 
 

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、地方法人課税の一部国

税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正等

により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われています。 

こうした不合理な税制改正等による特別区全体の影響額は現時点で1,300億

円超、消費税率10％段階においては2,000億円に迫る規模であり、特別区におけ

る人口50万人程度の財政規模に相当する衝撃的な額です。 

平成30年度与党税制改正大綱では「特に偏在性の高い地方法人課税における

税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正におい

て結論を得る」とされ、さらに都市部から税源を吸い上げる動きが表面化して

います。 

地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の

本旨を無視したものです。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差につ

いては、国の責任において地方交付税財源の法定率を引き上げ、調整するべき

です。 

特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき喫緊の課題や将来的な

課題が山積しています。また、地方交付税交付金の不交付団体であることから、

経済危機や大規模災害により地方税等が大幅に減収する場合にも交付金等に

頼らずに自らの財源で積立てた基金の活用等により対応する必要があります。 

地方税に地方交付税等を合わせた人口一人当たりの収入額では、東京は全国

平均と同水準であり、人口一人当たり税収額のみをもって地域間格差を比較す

るのは適当ではありません。 

備えとしての基金の増加や税収の多寡という側面にのみ焦点を当てて、あた

かも財源に余裕があるとする議論は容認できません。 

今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供

するとともに、自治体間の積極的な交流や協働事業によって共存共栄する良好

な関係構築を図ることであり、税源の奪い合いにより自治体間に不要な対立を

生むような制度は認められません。 

不合理な税制改正等によって、これ以上、特別区の貴重な税源を奪うのでは

なく、国の責任において地方自治体の税財源の拡充を図るよう、要望します。 



 
 

 

特に特別区財政への影響が多大である以下の３点について、強く要望します。 

 

記 

 

１ ふるさと納税 

 

ふるさと納税については、返礼品を目的とした寄附の増加及びワンストッ

プ特例制度導入等の制度拡充等により、特別区民税の減収は、４年間で約34

倍の約312億円にまで達する見込みです。 

過剰な返礼品による見返りを受けた住民のみが実質的に税負担減の恩恵を

受け、その他の住民は減収による行政サービスの低下を受け入れざるを得な

いといった不公平が生じるなど、制度の歪みが生じています。 

全国自治体における平成 29 年度のふるさと納税の住民税控除額は、約

1,767 億円であり、地方交付税の交付団体では、ふるさと納税により住民税が

減収した場合は、地方交付税により約 1,000 億円が補填されるため、結果的

に地方交付税の財源を圧迫する要因となっています。 

 

○ ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容等に賛同を得られるような寄

附を促すとともに、返礼品に対し厳しい制限を設け、本来の趣旨を徹底

すること。 

○ 住民税控除額のうち、特例分の上限を所得割の「２割」から以前の「１

割」に戻すとともに、控除額に上限を設けること。 

○ ふるさと納税受領額を地方交付税の基準財政収入額に算入すること。 

○ ふるさと納税による減収額については、地方交付税の不交付団体に対し、

地方特例交付金等で補填することにより、交付団体と不交付団体の格差

を調整すること。 

○ ワンストップ特例制度によって自治体が負担している所得税控除分を、

国が地方特例交付金等で補填すること。 

○ 全国各地域と共存共栄の関係を構築するために、各地域との交流や協働

事業など、自治体間の交流促進に対する財源措置を講じること。 

 

 



 
 

 

２ 地方法人課税 

 

地方税である法人住民税法人税割を一部国税化し、消費税率10％段階にお

いて、さらに拡大する法改正が行われました。これにより、特別区は今年度

分だけでも約628億円、消費税率10％段階においては1,000億円を超える規模

の減収が予想されています。特別区は、これまでの不合理な税制改正によっ

て既に多大な影響を受けており、更なる措置を講じることは、断じて看過で

きません。 

 

○ 法人住民税法人税割について国税化したものを復元すること。 

○ 法人住民税、法人事業税のいずれであっても影響は甚大であることから、

更なる措置を講じないこと。 

 

３ 地方消費税清算基準 

 

平成30年度税制改正において、地方消費税清算基準の不合理な見直しが強

行され、特別区の減収額は約380億円、10％段階においては約485億円となる

見込みです。 

このため特別区では、法人住民税国税化による減収と合わせると地方消費

税増税分が相殺されてしまい、本来対応すべき待機児童対策をはじめとする

社会保障施策の充実を図るための財源が担保されないこととなります。 

 

○ 地方消費税の清算基準は、あくまで「税収を最終消費地に帰属させる」

という清算基準の本来の趣旨に沿った基準を用いて、統計カバー率を引

き上げること。 
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